
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シート状の両面から発光する両面光源と、
　前記両面光源をバックライトとして該両面光源の一方の面及び該一方の面の反対の面に
少なくとも１つずつ配置され、画像表示可能な複数の液晶表示パネルと、
前記液晶表示パネルの配置位置と面積に応じて前記両面光源の発光領域が変えられるよう
にした発光領域可変手段と、
　前記発光領域可変手段を前記液晶表示パネルの表示タイミングに合わせて切り替える切
替手段と、を備え、
　前記両面光源の一方の面に設けられた前記液晶表示パネルと前記両面光源の一方の面の
反対の面に設けられた前記液晶表示パネルとが、前記両面光源の一部を共有し、
　前記両面光源は、透明基板上に形成された両面発光可能なエレクトロルミネッセンス素
子であり、前記透明基板上の各発光領域毎にエレクトロルミネッセンス素子を個別に形成
したもので、
　前記両面光源の一方の面に設けられた前記液晶表示パネルと前記両面光源の一方の面の
反対の面に設けられた前記液晶表示パネルとが、前記エレクトロルミネッセンス素子の一
部を共有し、
　前記切替手段は、各液晶表示パネルの表示タイミングに合わせて、各液晶表示パネルの
配置位置と面積に対応して形成されたエレクトロルミネッセンス素子を発光させるように
切り替えることを特徴とする両面液晶表示装置。
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【請求項２】
　前記液晶表示パネルが開閉可能な蓋部の内側面と外側面に配置されている場合に、
前記切替手段は、前記発光領域可変手段を前記蓋部の開閉状態に合わせて切り替えること
を特徴とする請求項１に記載の両面液晶表示装置。
【請求項３】
　一方の前記液晶表示パネルと前記両面光源との間には遮光層が配置され、当該遮光層は
前記液晶表示パネル以外の部分の領域に配置されていることを特徴とする請求項１または
請求項２に記載の両面液晶表示装置。
【請求項４】
　一方の前記液晶表示パネルと前記両面光源との間には、少なくとも入射した光の一部を
反射する半透過反射層が配置されていることを特徴とする請求項１から請求項３の何れか
一つに記載の両面液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、両面液晶表示装置に関し、特に、両面が発光する両面光源をバックライトとし
て各面の任意の場所に液晶表示パネルを配置し、その液晶表示パネルを切り替えながら画
像表示を行う両面液晶表示装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、開閉可能な蓋部を有する携帯電話やＰＤＡ（ Personal Digital Assistant）な
どの情報携帯端末の内側面と外側面に、２つの液晶表示装置を背中合わせに配置した両面
液晶表示装置が用いられている。従来は、バックライト付きの液晶表示パネルで構成され
た液晶表示ユニットを２個用意し、それぞれ背中合わせに配置していた。
【０００３】
また、蓋部等の両面に配置した液晶表示パネルのバックライトが占める厚さを薄くするた
め、２つの液晶表示パネルのバックライトの導光板の断面をそれぞれ楔型形状とし、それ
らの導光板の傾斜面を対向させて重ね合わせ、両側面に配置した光源から光を照射するこ
とでバックライトを薄型化するものがあった（特許文献１参照）。
【０００４】
さらに、蓋部等の両面に配置する液晶表示パネルのバックライトが占める厚さを薄くする
ため、両面発光が可能な共通導光板を採用することによって、液晶表示パネルのバックラ
イトを一層薄型化するものがあった（特許文献２参照）。
【０００５】
【特許文献１】
特開２００２－２４４１３３号公報
【特許文献２】
特開２００１－６７０４９号公報
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このような両面液晶表示装置にあっては、バックライト付きの液晶表示パ
ネルで構成された液晶表示ユニットを２個背中合わせに配置すると、非常に厚くなってし
まい、情報端末の携帯性を損ねる結果となる。
【０００７】
そこで、上記した特許文献１のように、２つの導光板を楔型形状として重ね合わせること
で、ある程度薄型化が図れるが、２つの導光板の傾斜面にはそれぞれ反射シートを形成し
た状態で重ね合わせる必要があり、それだけ厚さが厚くなってしまうという問題があった
。また、近年薄型化が進展しており、傾斜角がほとんどとれず、導光板の加工は複雑にな
るが、効果はほとんど得られないという問題もある。
【０００８】
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また、上記した特許文献２の場合は、両面発光が可能な共通導光板を採用することにより
、バックライトの薄型化を達成することができた。しかし、特許文献２の中の図４および
図５に示すように、第１液晶表示装置と第２液晶表示装置の表示面積が大きく異なってい
る場合に、表示面積の小さい液晶表示装置（ここでは、第２液晶表示装置）だけを表示す
る時でも、共通導光板全体を点灯させなくてはならず、無駄な電力を消費するという問題
があった。このことは、２つの液晶表示装置の表示面積比が大きくなるに従って消費電力
の無駄も大きくなる。
【０００９】
本発明は、上記課題を解決するためになされたものであって、両面に液晶表示パネルを配
した場合に薄型化を保持しつつ、液晶表示画面を切り替えて表示する際のバックライトに
要する消費電力量を必要最低限にできる両面液晶表示装置を提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
上記した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、シート状の両面から発光する
両面光源と、前記両面光源をバックライトとして各面の任意の場所に少なくとも１つずつ
配置され、画像表示可能な液晶表示パネルと、前記液晶表示パネルの配置位置と面積に応
じて前記両面光源の発光領域が変えられるようにした発光領域可変手段と、前記発光領域
可変手段を前記液晶表示パネルの表示タイミングに合わせて切り替える切替手段と、を備
えたことを特徴とする。これにより、両面光源をバックライトとして用いることでバック
ライトを薄型化しつつ、発光領域可変手段によって液晶表示パネルの配置位置と面積に応
じて両面光源の発光領域が変えられるようにし、切替手段で発光領域可変手段を液晶表示
パネルの表示タイミングに合わせて切り替えるようにしたため、液晶表示画面を切り替え
て表示する際に要するバックライトの消費電力量を必要最低限とすることができる。
【００１１】
また、本発明の好ましい態様によれば、前記両面光源は、少なくとも光源と導光板とから
成り、前記発光領域可変手段は、該導光板に対して複数の発光手段が並設され、前記切替
手段は、液晶表示パネルの表示タイミングに合わせて、各液晶表示パネルの配置位置と面
積に応じた発光手段を発光させるように切り替えを行うことを特徴とする。これにより、
発光領域可変手段として導光板に対して複数の発光手段を並設し、切替手段によって液晶
表示パネルの表示タイミングに合わせて、複数の発光手段の中から液晶表示パネルの配置
位置と面積に応じた発光手段を発光させるようにしたため、容易に発光領域を可変するこ
とができ、バックライトの消費電力量を必要最低限にできる。
【００１２】
また、本発明の好ましい態様によれば、前記発光手段は、発光ダイオードであって、前記
導光板の側面から複数の発光ダイオードを線状に並設することで面光源を構成することを
特徴とする。これにより、発光手段として点光源である発光ダイオードを用いたため、消
費電力が低減できると共に、バックライトの色を自由に選択できる上、光源にかかるコス
トも低減することができる。
【００１３】
また、本発明の好ましい態様によれば、前記導光板の表面には、さらにレンズシートおよ
び拡散板の少なくとも一方が形成されていることを特徴とする。これにより、導光板の表
面には、レンズシート（プリズムシート）と拡散板の少なくとも一方が形成されているた
め、導光板から発する光の輝度をより一層高めることができる。
【００１４】
また、本発明の好ましい態様によれば、前記両面光源は、透明基板上に形成された両面発
光可能なエレクトロルミネッセンス素子であって、前記発光領域可変手段は、該透明基板
上の各発光領域毎にエレクトロルミネッセンス素子を個別に形成したもので、前記切替手
段は、各液晶表示パネルの表示タイミングに合わせて、各液晶表示パネルの配置位置と面
積に対応して形成されたエレクトロルミネッセンス素子を発光させるように切り替えるこ
とを特徴とする。これにより、両面光源として透明基板上に形成されたエレクトロルミネ
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ッセンス素子を用い、発光領域可変手段として、各発光領域毎にエレクトロルミネッセン
ス素子を個別に形成して、切替手段として、各液晶表示パネルの表示タイミングに合わせ
て液晶表示パネルの配置位置と面積に対応したエレクトロルミネッセンス素子を発光させ
るように切り替えるため、低消費電力化できると共に、バックライトの色が自由に選択で
きる上、発光領域の形状を自由に形成することができる。
【００１５】
また、本発明の好ましい態様によれば、前記液晶表示パネルが開閉可能な蓋部の内側面と
外側面に配置されている場合に、前記切替手段は、前記発光領域可変手段を前記蓋部の開
閉状態に合わせて切り替えることを特徴とする。これにより、液晶表示パネルを開閉可能
な蓋部の内側面と外側面に配置し、切替手段によって発光領域可変手段を蓋部の開閉状態
に合わせて切り替えるようにしたため、蓋部の開閉状態に応じて表示を切り替える場合は
、容易かつ確実にバックライトの切り替えを行うことができる。
【００１６】
また、本発明の好ましい態様によれば、一方の前記液晶表示パネルと前記両面光源との間
には遮光層が配置され、当該遮光層は前記液晶表示パネル以外の部分の領域に配置されて
いることを特徴とする。これにより、一方の液晶表示パネルと両面光源との間に配置され
た遮光層は、液晶表示パネル以外の部分の領域に配置するようにしたため、両面光源を介
して反対側の液晶表示パネルの境界線が透けて見えなくなり、綺麗な画像表示を行うこと
ができる。また、他の構成として一方の液晶表示パネルと両面光源との間に、ハーフミラ
ーや反射偏光子と言った半透過反射層を配置した構成でも良いし、更にこの構成において
、ハーフミラーや反射偏光子と液晶表示パネルとの間に上記遮光層を配置してもよい。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明に係る両面液晶表示装置の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
なお、この実施の形態により本発明が限定されるものではない。
【００１８】
（実施の形態１）
図１は、本発明に係る両面液晶表示装置を搭載した実施の形態１の折りたたみ式ＰＤＡの
斜視図であり、（ａ）は蓋部を開いた状態の図、（ｂ）は蓋部を閉じた状態の図である。
図１（ａ）に示すように、ＰＤＡ（ Personal Digital Assistant：個人用の情報端末）１
０には、蓋部の内側面に５インチ（Ａ＝５ inch）のメイン表示パネル１１が配設され、こ
れと蝶番で開閉可能に接続された本体部１２にキーボードや各種制御部・処理部・記憶部
等が搭載されている。そして、そのＰＤＡ１０の蓋部を矢印Ｃ方向に閉じると、図１（ｂ
）に示すように、蓋部の背面に相当する外側面に２インチ（Ｂ＝２ inch）のサブ表示パネ
ル１３が配設されている。
【００１９】
図２は、実施の形態１に係る図１のメイン表示パネルとサブ表示パネルの構成を説明する
断面図である。図２に示すように、メイン表示パネル１１とサブ表示パネル１３のバック
ライト２０は、共通の導光板２７に対して側面方向から複数（ここでは７個）のＬＥＤ（
Light Emitting Diode：発光ダイオード）２８ａ～２８ｇが線状に並設されていて、入射
した光が導光板内に含有される微粒子で乱反射されて両面から光を発する。
【００２０】
メイン表示パネル１１は、２枚のガラス基板２１，２３の間に図示しない透明電極や配向
膜を形成し、液晶２３を封入した後、上下面に偏光板２４，２５を配置して形成される。
また、サブ表示パネル１３は、同様に２枚のガラス基板２９，３０の間に透明電極や配向
膜が形成され、液晶３１封入後に、上下面に偏光板３２，３３が配置されて形成されてい
る。なお、実施の形態１では、バックライト２０に共通の導光板２７を用いており、メイ
ン表示パネル１１の表示面から見て、導光板２７の反対側にサブ表示パネル１３がある所
と、無い所とがあり、光の透過状態が異なることで境界線が視認できるのを防止するため
、液晶ディスプレイの無い導光板２７の表面に遮光層３４を形成している。
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【００２１】
そして、図２に示すように、メイン表示パネル１１は、バックライトとしての導光板２７
のＬＥＤ２８ａ～２８ｇ（７個）を全点灯させた状態で画像表示を行い、サブ表示パネル
１３は、導光板２７のＬＥＤ２８ｄ～２８ｆ（３個）を点灯させた状態で画像表示を行う
ようにする。図３は、メイン表示パネルの画像表示時におけるＬＥＤの点灯状態を示した
図であり、図４は、サブ表示パネルの画像表示時におけるＬＥＤの点灯状態を示す図であ
る。このＬＥＤの切り替え処理は、次の図５に示すコントローラ４０内で行っている。
【００２２】
図５は、実施の形態１に係る両面液晶表示装置の画像表示の切り替え処理を行う構成図で
ある。図５に示すように、メイン表示パネル１１の画像表示処理は、第１ドライバ４１で
行い、サブ表示パネル１３の画像表示処理は、第２ドライバ４２で行っている。各ドライ
バ４１，４２は、コントローラ４０からの画像信号に基づいて信号電極と走査電極に駆動
電圧を印加することにより、画像表示が行われる。
【００２３】
また、コントローラ４０は、メイン表示パネル１１とサブ表示パネル１３の何れの画像表
示を行うかによって、それぞれの液晶ディスプレイ位置と面積に応じたバックライト制御
信号を出力する。このバックライト制御信号は、画像表示を行う液晶ディスプレイに対応
した導光板のＬＥＤを点灯させるものである。なお、この実施の形態１では、ＬＥＤの切
り替え制御を何れの液晶ディスプレイで表示されるかにより行っているが、必ずしもこれ
に限定されるものではなく、例えば、図１のＰＤＡ１０の蓋部の開閉部に磁石と磁気セン
サを装着し、蓋部の開閉時に発生する開閉信号に基づいてＬＥＤの切り替え制御を行うよ
うにしても良い。具体的には、蓋部が開いているときは（図１（ａ）の状態）、メイン表
示パネル１１に対応したＬＥＤ（７個全部）を点灯させるように制御し、蓋部が閉じてい
るときは（図１（ｂ）の状態）、サブ表示パネル１３に対応したＬＥＤ（３個）を点灯さ
せるように制御すればよい。
【００２４】
次に、図６は、実施の形態１の動作を説明するフローチャートである。図６に示すように
、コントローラ４０は、メイン表示パネル１１とサブ表示パネル１３の表示制御を行って
いるため、何れの表示パネルで画像表示しているかを判断することが可能である (ステッ
プＳ１００）。
【００２５】
メイン表示パネル１１でメイン表示を行っている場合は、ステップＳ１０１に移行して、
コントローラ４０がメイン表示パネル１１に相当する７個のＬＥＤを点灯させるように制
御する（図３参照）。そして、表示パネルの表示が切り替わらない間は、ステップＳ１０
１に戻って、当該ＬＥＤを点灯し続ける (ステップＳ１０２）。
【００２６】
また、ステップＳ１０２において、表示パネルの切り替えが行われた場合は、ステップＳ
１０３において表示終了か否かが判断され、表示終了でなければ上記ステップＳ１００に
戻って、メイン表示かサブ表示に応じてＬＥＤの点灯制御が繰り返し行われる。
【００２７】
さらに、ステップＳ１００において、サブ表示パネル１３でサブ表示を行っている場合は
、ステップＳ１０４に移行して、コントローラ４０がサブ表示パネル１３に相当する３個
のＬＥＤを点灯させるように制御する（図４参照）。そして、表示パネルの表示が切り替
わらない間は、ステップＳ１０４に戻って、当該ＬＥＤを点灯し続ける (ステップＳ１０
５）。
【００２８】
また、ステップＳ１０５において、表示パネルの切り替えが行われた場合は、ステップＳ
１０６において表示終了か否かが判断され、表示終了でなければ上記ステップＳ１００に
戻って、メイン表示かサブ表示に応じてＬＥＤの点灯制御が繰り返し行われる。そして、
上記したステップＳ１０３およびステップＳ１０６において、表示終了の場合は、ＬＥＤ
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の点灯制御もこれに対応して終了する。
【００２９】
以上、説明したように、本実施の形態１によれば、メイン表示パネル１１とサブ表示パネ
ル１３は、共通する１枚の導光板２７を介して両面に配置されているため、両面液晶表示
装置のトータルの厚さが薄型化できると共に、部品点数が大幅に削減でき、コストの低減
が可能になる。
【００３０】
また、本実施の形態１によれば、画像表示がメイン表示パネル１１あるいはサブ表示パネ
ル１３で行われているかによって、その表示パネルの面積と位置に応じたＬＥＤの点灯制
御を行っている。これによって、画像表示に必要なバックライト領域のＬＥＤのみを点灯
させることができるため、バックライトの消費電力量を必要最低限にまで低減することが
できる。例えば、実施の形態１では、全部のＬＥＤの数が７個あって、サブ表示パネルで
画像表示を行うときは、３個に減らすことができるため、消費電力を５７％程度低減する
ことができる。
【００３１】
さらに、本実施の形態１によれば、導光板２７を介して反対側に液晶表示パネルがある領
域と、無い領域とで境界線が目立つことがあったが、図２に示すように遮光層３４を形成
することにより、境界線が目立たなくなり、適正な画像表示を行うことができる。加えて
、（図示は省略するが、）導光板２７表面全面に半透過反射層（ハーフミラー、又は反射
偏光子）を配設し、さらに上記遮光層３４を配設する構成とすれば、半透過反射層で大半
のバックライト光は反射されるため液晶表示パネルの偏光板と遮光層３４による吸収の差
の影響をさらに低減され、液晶表示パネルの境界線はさらに目立たなくなると共に、半透
過反射層（ハーフミラー、又は反射偏光子）による反射により液晶表示パネル１１側の表
面輝度が向上する。この場合の配置構成の順は、両面光源側から半透過反射層（ハーフミ
ラー又は反射偏光子）、遮光膜、液晶表示パネルの順となる。また、上記ハーフミラーと
は金属膜を所定の膜厚で薄膜形成し、膜厚の制御によって入射する光の反射と透過の割合
を適宜設定し得るものであり、上記反射偏光子とは入射した光の所定の偏光成分の光を反
射し、それ以外の偏光成分の光を透過するものである（例えば、３Ｍ社のＤ -ＢＥＦ、日
東電工のＰＣＦ等）。
【００３２】
また、本実施の形態１によれば、ＰＤＡ１０の蓋部の開閉動作に応じてＬＥＤの点灯制御
を行うようにすることができるため、開閉動作と連動して表示を切り替える場合は、開閉
動作と連動してＬＥＤの点灯制御を行うだけで、容易に制御することができる。
【００３３】
（実施の形態２）
図７は、実施の形態２に係るメイン表示パネルとサブ表示パネルの構成を説明する断面図
である。図７では、図２と同一部または相当部に同一符号を付して、構成説明を省略する
。この実施の形態２の特徴的な構成は、メイン表示パネル１１とサブ表示パネル１３とが
同じ大きさのパネルで構成されていて、位置だけがずれている場合についても、本発明に
よればバックライト点灯に必要なＬＥＤの消費電力を低減することができる。
【００３４】
これを図７で見ると、メイン表示パネル１１とサブ表示パネル１３の何れか一方の表示制
御を行う場合に、従来例では常に６個のＬＥＤ全てを点灯させる必要があった。しかし、
本実施の形態２によれば、メイン表示パネル１１で画像表示する場合、あるいは、サブ表
示パネル１３で画像表示する場合には、何れも４個のＬＥＤを点灯させるだけでよいため
、消費電力を３３％程度低減する効果が得られる。
【００３５】
また、この実施の形態２によれば、図７に示すように、液晶表示パネルの無い部分に遮光
層３４を形成したため、導光板２７を介して反対側に液晶表示パネルがある領域と、無い
領域とで境界線が目立たなくなり、適正な画像表示を行うことができる。加えて、導光板
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２７表面全面にハーフミラーを配設し、さらに遮光層３４を配設する構成とすれば、ハー
フミラーで大半のバックライト光は反射されるため液晶表示パネルの偏光板と遮光層３４
による吸収の差の影響をさらに低減され、液晶表示パネルの境界線はさらに目立たなくな
る。
【００３６】
（実施の形態３）
図８は、実施の形態３に係るメイン表示パネルとサブ表示パネルの構成を説明する断面図
である。図８では、図２と同一部または相当部に同一符号を付して、構成説明を省略する
。この実施の形態３の特徴的な構成は、メイン表示パネル１１よりもサブ表示パネル１３
の方が大きいパネルで構成されており、相互に重ならない位置に配置されている場合であ
る。この場合についても、本発明によればバックライト点灯に必要なＬＥＤの消費電力を
低減することができる。
【００３７】
これを図８で見ると、メイン表示パネル１１とサブ表示パネル１３の何れか一方の表示制
御を行う場合に、従来例では常に６個のＬＥＤ全てを点灯させる必要があった。しかし、
本実施の形態３によれば、メイン表示パネル１１で画像表示する場合は２個のＬＥＤ、サ
ブ表示パネル１３で画像表示する場合は、４個のＬＥＤを点灯させるため、消費電力はそ
れぞれ６６％と３３％程度低減させる効果が得られる。
【００３８】
また、この実施の形態３によれば、図８に示すように、液晶表示パネルの無い部分に遮光
層３４を形成している。この実施の形態３では相互に液晶パネルが重なり合っていないた
め、境界線は目立たないが、透過光を遮光することにより適正な画像表示を行うことがで
きる。
【００３９】
（実施の形態４）
図９は、実施の形態４において両面光源としてエレクトロルミネッセンス素子を用いた場
合の断面構成図である。図９に示すように、透明基板５０の表面にＩＴＯ等の透明導電材
料からなる透明電極（陽極）５１が形成され、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、更には
ＩＴＯ等の透明導電部材からなる透明電極（陰極）５３が順次積層されてエレクトロルミ
ネッセンス素子が構成されている。実施の形態４では、このエレクトロルミネッセンス素
子６０，６１，６２を一定の領域毎に形成し、それぞれの透明電極５１，５３間に一定の
電圧を電源６３により印加すると、有機層５２全体が発光するものである。ここでは、透
明電極５１，５３を使い、透明基板５０上に形成しているため、光は上下両面から発せら
れることになる。
【００４０】
図１０は、図９のエレクトロルミネッセンス素子を用いてメイン表示パネルのバックライ
トとして用いた場合の図である。図１０に示すように、スイッチ７０，７１，７２を全て
閉じることにより、全てのエレクトロルミネッセンス素子６０，６１，６２が発光して、
メイン表示パネル１１のバックライトとして用いることができる。
【００４１】
また、図１１は、図９のエレクトロルミネッセンス素子を用いてサブ表示パネルのバック
ライトとして用いた場合の図である。図１１に示すように、スイッチ７０，７１，７２の
うち、スイッチ７１のみを閉じて、他を開くことにより、真中のエレクトロルミネッセン
ス素子６１のみを発光させることが可能となる。このため、サブ表示パネル１３のバック
ライトとして用いることができる。
【００４２】
このように、実施の形態４によれば、エレクトロルミネッセンス素子を用いて予め発光領
域を形成しておけば、各領域に対して電圧制御を行うだけで発光領域を容易に制御するこ
とができる。特に、形成する発光領域の形状によっては、種々の形状や面積を自由に形成
することができるため、非常に自由度が大きくなり、それだけ省電力効果も得ることがで
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きる。
【００４３】
上記した図１０および図１１では、上記実施の形態１～３で説明した遮光層３４を図示し
ていないが、実施の形態４の場合も同様であって、遮光層を設けることにより、液晶表示
パネルの重なり具合に応じて境界線が目立つことなく、適正な画像表示を行うことができ
るようになる。
【００４４】
以上説明したように、この発明によれば、両面光源をバックライトとして用いることによ
り、バックライトを薄型化しつつ、発光領域可変手段によって液晶表示パネルの配置位置
と面積に応じて両面光源の発光領域が変えられるようにし、切替手段で発光領域可変手段
を液晶表示パネルの表示タイミングに合わせて切り替えるようにしたので、液晶表示画面
を切り替えて表示する際に要するバックライトの消費電力量を必要最低限とすることがで
きる。
【００４５】
また、本発明の好ましい態様によれば、発光領域可変手段として導光板に対して複数の発
光手段を並設し、切替手段によって液晶表示パネルの表示タイミングに合わせて、複数の
発光手段の中から液晶表示パネルの配置位置と面積に応じた発光手段を発光させるように
したので、容易に発光領域を可変することができ、バックライトの消費電力量を必要最低
限にできる。
【００４６】
また、本発明の好ましい態様によれば、発光手段として点光源である発光ダイオードを用
いたので、消費電力が低減できると共に、バックライトの色を自由に選択できる上、光源
にかかるコストも低減することができる。
【００４７】
また、本発明の好ましい態様によれば、導光板の表面には、レンズシートと拡散板の少な
くとも一方が形成されているので、導光板から発する光の輝度をより一層高めることがで
きる。
【００４８】
また、本発明の好ましい態様によれば、両面光源として透明基板上に形成されたエレクト
ロルミネッセンス素子を用い、発光領域可変手段として、各発光領域毎にエレクトロルミ
ネッセンス素子を個別に形成して、切替手段として、各液晶表示パネルの表示タイミング
に合わせて液晶表示パネルの配置位置と面積に対応したエレクトロルミネッセンス素子を
発光させるように切り替えるので、低消費電力化できると共に、バックライトの色が自由
に選択できる上、発光領域の形状を自由に形成することができる。
【００４９】
また、本発明の好ましい態様によれば、液晶表示パネルを開閉可能な蓋部の内側面と外側
面に配置し、切替手段によって発光領域可変手段を蓋部の開閉状態に合わせて切り替える
ようにしたので、蓋部の開閉状態に応じて表示を切り替える場合は、容易かつ確実にバッ
クライトの切り替えを行うことができる。
【００５０】
また、本発明の好ましい態様によれば、一方の液晶表示パネルと両面光源との間に配置さ
れた遮光層は、液晶表示パネル以外の部分の領域に配置するようにしたので、両面光源を
介して反対側の液晶表示パネルの境界線が透けて見えなくなり、綺麗な画像表示を行うこ
とができる。また、他の構成として一方の液晶表示パネルと両面光源との間に、ハーフミ
ラーや反射偏光子と言った半透過反射層を配置した構成でもよく、更にこの構成において
、ハーフミラーや反射偏光子と液晶表示パネルとの間に上記遮光層を配置することにより
、反対側の液晶表示パネルの境界線が透けて見えなくなり、綺麗な画像表示を行うことが
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係る両面液晶表示装置を搭載した実施の形態１の折りたたみ式ＰＤＡ
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の斜視図であり、（ａ）は蓋部を開いた状態の図、（ｂ）は蓋部を閉じた状態の図である
。
【図２】　実施の形態１に係る図１のメイン表示パネルとサブ表示パネルの構成を説明す
る断面図である。
【図３】　メイン表示パネルの画像表示時におけるＬＥＤの点灯状態を示した図である。
【図４】　サブ表示パネルの画像表示時におけるＬＥＤの点灯状態を示す図である。
【図５】　実施の形態１に係る両面液晶表示装置の画像表示の切り替え処理を行う構成図
である。
【図６】　実施の形態１の動作を説明するフローチャートである。
【図７】　実施の形態２に係るメイン表示パネルとサブ表示パネルの構成を説明する断面
図である。
【図８】　実施の形態３に係るメイン表示パネルとサブ表示パネルの構成を説明する断面
図である。
【図９】　実施の形態４において両面光源としてエレクトロルミネッセンス素子を用いた
場合の断面構成図である。
【図１０】　図９のエレクトロルミネッセンス素子を用いてメイン表示パネルのバックラ
イトとして用いた場合の図である。
【図１１】　図９のエレクトロルミネッセンス素子を用いてサブ表示パネルのバックライ
トとして用いた場合の図である。
【符号の説明】
１０　ＰＤＡ、１１　メイン表示パネル、１２　本体部、１３　サブ表示パネル、２０　
バックライト、２１，２２，２９，３０　ガラス基板、２３，３１　液晶、２４，２５，
３２，３３　偏光板、２７　導光板、２８ａ～２８ｇ　ＬＥＤ、３４　遮光層、４０　コ
ントローラ、４１　第１ドライバ、４２　第２ドライバ、５０　透明基板、５１，５３　
透明電極、５２　発光層、６０，６１，６２
エレクトロルミネッセンス素子、６３　電源、７０，７１，７２　スイッチ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

(10) JP 3873940 B2 2007.1.31



【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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